
Ⅲ．保育課、幼保連携推進室 関係   



1．社会保障の機能強化のための緊急対策 ～5つの安心プラン～  
（平成20年7月29日）【保育関係部分】について   

（1）新待機児童ゼロ作戦（Ⅰ）～認定こども園の抜本的改革  

本年3月に行われた認定こども固に関する実態調査において、保  
護者の8割、施設の9割が「認定こども固」を評価しているという  

結果が出ている一方で、取り組むべき課題として、  

① 二重行政による事務的負担  

② 自治体に対する財政的支援の不足  

が挙げられている。  

また、制度導入時の調査によると、認定こども園の申請見込み数  

は2，000件程度となっていたが、認定こ ども園の認定数については、  

昨年4月時点での94件に比べ100件以上増えたものの、それでも平成  

20年4月現在で229件にとどまっている。  

これらの結果を踏まえ、集中重点期間（平成20年～22年度）に大  

幅に「認定こども園」の整備を促進するため、「こども交付金」を  

創設し、 認定こども園の飛躍的な拡大を目指した緊急整備や、幼稚  
園と保育所の両方の認可を有する幼保連携型への移行促進など、国  

・地方による総合的な財政支援を行っていくこととする。  

特に財政支援については、現在、国庫補助の対象とならない、幼  
稚園型の保育部分、保育所型の教育関係部分の運営費についても、  

今回の「こども交付金」の対象として概算要求するよう、少子化担  

当大臣から指示があったところであり、現在これについて検討中で  

ある。  

あわせて、匡1・地方自治体において、窓口や予算執行等の トー本  

化」を図り、二重行政を解消するほか、認定こども園制度に係る改  

善を行っていくこととする。  

また、これらの措置とは別に、「認定こども固」制度の見直しに  

っいては平成20年度中に結論を得ることとしており、このための新  

たな検討の場を設ける予定である。  

なお、この5つの安心プランとあわせて、文部科学省と厚生労働  
省の両省の局長級の検討会での検討結果として、「認定こども園の  

普及促進について」を取りまとめたので、管内市区町村への周知を  

お願いする（資料2参照）。  

さらに、認定こども固制度に係るQ＆Aを更新し、7月下旬に通  

知したところであり、これについても管内市区町村に対して周知を  
お願いする（資料3参照）。  
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（2）新待機児童ゼロ作戦（Ⅱ）～保育サービス等の拡充  

保育所の待機児童数は平成19年4月現在で約1万8，000人に達して  
いる。  

このため、現在顕在化している待機児童数をゼロにすることを目  

指し、集中重点期間（平成20～22年度）において、重点的・緊急的  
な支援を行う。  

く平成20～22年度までの目標〉  

※  3歳末満児の保育サービス利用率：20％→26％（10年間で38％）  

今回、特に、保育所待機児童が多い地区（首都圏・近畿圏・沖縄  

等）を中心とした重点的・緊急的支援を行うこととしており、具体  
的には、  

① 従来からの保育所の定員増を引き続き推進  

② 保育所の緊急整備の促進  
③ 分固の緊急整備  
④ 家庭的保育（保育ママ）の飛躍的拡充  
⑤ 認定こども園の設置促進  

⑥ 沖縄の特別対策  
などを行う。  

また、延長保育、病児・病後児保育、事業所内保育施設、休日・  
夜間保育など、多様な保育サービスの充実を図っていく。   

（3） 兄弟姉妹のいる家庭等への支援  

兄弟姉妹のいる家庭等への支援として、兄弟姉妹のいる家庭の保  
育料軽減の検討や同じ保育所への優先入所を進めるためにFj治体に  
おける好事例を取りまとめ、全国の自治体に周知することなどを検  
討している。  

これら5つの安心プランの中身については、来年度予算要求などの  

中で具体化を図っていくこととなるが、これら個々の施策の詳細が明  

らかになり次第、情報提供等を行う予定である。  
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社会保障の機能強化のための緊急対策  
～5つの安心プラン～  

「将来に希望を持って安心して働き、安心して子どもを生み育てられること」、「病気になっても安心  

して医療を受けられること」、「いくつになっても安心して働き、住み慣れた地域や家庭で安心して暮ら  
せること」。これらは誰もが求める「安心」です。  

国家や社会に対する信頼の源は「安心」にあります。今日、わが国の社会保障の現状に対して国民  
が抱く不安や不満に鑑みると、直ちにこれらの「安心」につながる国民の目線に立ったきめ細かな方  
策を検討し、この1～2年の問に着実に実行に移していくことが必要です。  

「この国に生まれてよかった」と思える国づくりを進めるため、今求められている次の5つの課題につ  
いて、緊急に講ずべき対策とこれを実施していくエ程について検討を行い、「社会保障の機能強化の  

ための緊急対策～5つの安心プラン～」をとりまとめました。  
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1高齢者が活力を持って、安心して暮らせる社会  

2 健康に心配があれば、誰もが医療を受けられる社会  

3 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会  

4 派遣やパートなどで働く者が将来に希望を持てる社会  

5 厚生労働行政に対する信頼の回復   



3未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会  

保育サービス等の子育てを支える社会的基盤を整備します  

○認定こども園の抜本的な改革を進めます  

→「こども交付金」を新たに創設し、国・地方による幼稚   

園・保育所の枠組みを超えた財政支援のあり方を検討し   

ます。  

→認定こども園の制度改革について検討し、20年度中に   
結論を得ます。  

O「新待機児童ゼロ作戦」を推進します  

→待機児童が多い地域（首都圏、近畿圏、沖縄等）を中心   
に、従来からの保育所定員の増員に加え、保育所、分園   
の緊急整備を促進します。   

※平成22年度までに3歳未満児の利用割合を26％に引上げ   

※これらの目標の実現のためには、一定の財政投入が必要   

（そのためには必要な負担を次世代に先送りすることのない  

よう、必要な財源はその時点で手当）  

→延長保育等の多様な保育サービスを提供します。  

○家庭的保育（保育ママ）を大幅に拡充します  

○育児不安を抱える家庭等すべての家庭を支援します  

→一時預かり事業等を拡充するほか、虐待を受けた子ども   
や障害を持った子どもへの支援を行います。  

○兄弟姉妹のいる家庭等に配慮します  

→兄弟姉妹のいる家庭の保育料軽減の検討や同じ保育所へ   

の優先入所を進めます。  
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○児童福祉法等改正法案（保育ママの制度化等）の臨   
時国会への再提出とともに、税制改革の動向を踏まえ、   
包括的な次世代育成支援の枠組みについて検討を進め   

ます。  

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現します  

O「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」や「行動指針」に基づく取組を進めます  

→「カエル・ジャパン」キャンペーンの推進など官民一体となった国民運動を展開します。また、仕事と生活の調和推進ア   

ドバイザーの養成を支援します。  

→育児期の短時間勤務制度の強化など育児・介護休業法の見直しを検討します。   



直垂互  

文一科学雀・■生労■1■  

勤保連携推進基  

平成20年7月29日  
文部科学省・厚生労働省  

幼 保 連 携 推 進 室   

「認定こども圃の普及促進について」の公表について   

文部科学省及び厚生労働省では、本年5月に両省合同の「認定こども園制度の普及促 進等に関する検討会」を設置し、認定こども園の普及促進策や運用改善策など総合的な  
支援方策を講じることを目的に検討を進めてきました。   

このたび、当該検討会における検討結果として、「認定こども園の普及促進について」  

を取りまとめましたので、お知らせいたします。  

1．検討会について  

【設置要綱・構成員】別添1をご参照ください。   

【開催実績】  

（第1回）平成20年5月16日  

（第2回）  5月30日  

（第3回）  7月28日   

2．内容について   

「認定こども園の普及促進について」本文については、別添2をご覧ください。  

【主な内容】  

（1）こども交付金制度の創設等  

（2）運用改善等  
（3）認定こども園の制度改革の検討  

（お問い合わせ）  

文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室   

【文部科学省初等中等教育局幼児教育課】   

幼保連携推進専門官：森 昭一郎   
認定こども園企画係：岩間 久美子  

電話：03－6734－3136（直通）  
03－5253－4111（内線3136）   

【厚生労働省雇用均等t児童家庭局保育課】   
課  長   補  佐：伊藤 経人   
認定こども圃指導係：乃村 久代・戎脇 伸晃  

電話：03－3595－2542（直通）  
03－5253－1111（内線7920）  
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認定こども園制度の普及促進等に関する検討会の設置について  

文部科学省初等中等教育局長・  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長決定  

1．趣旨  

認定こども園については、平成18年10月の制度創設以来、認定件数を着実に伸ばし   

つつあるものの、制度が十分に活用されているとは言い難い。また、制度創設から1年が   

経過し、徐々に、地方公共団体や施設等現場における運用上の課題が明らかになってきて   

いる。   

このため、文部科学省と厚生労働省とが緊密な連携を取りながら、本制度の推進方策を   

早急に検討し、具体的な普及促進策や運用改善策など総合的な支援方策を講じることを目   

的として、両省合同の検討会を設置することとする。  

2．主な検討項目  

下記に掲げる検討項目を中心に、認定こども園に対する支援について本年夏頃を目途に   

検討を行うこととする。   

・地方公共団体、施設、利用者の認定こども園制度に対する理解が深まり、こども園  

の認定が促進され、また、認定こども固が利用者に選択されるような普及啓発策   

・地方公共団体、施設など現場関係者が使いやすい制度となるような運用改善策  

・上記のほか、認定こども園制度の推進に資するような各種方策  など  

3．検討体制  

検討体制については、①両局長をトップとした「検討会」、②その検討会の下に両省の実   

務担当者レベルの「作業グループ」を設置する。「検討会」及び「作業グループ」の構成員   

は別紙に掲げる者とする。  

4．その他  

標記検討の庶務は、検討事項に関係する両省局課の協力を得ながら、文部科学省初等中   

等教育局幼児教育課と厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課が交代で処理する。  
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（別紙）  

「認定こども園制度の普及促進等に関する検討会」構成員  

〔検討会〕  

文部科学省  

厚生労働省  

文部科学省  

文部科学省  

文部科学省  

文部科学省  

厚生労働省  

厚生労働省  

厚生労働省  

厚生労働省  

初等中等教育局長  

雇用均等・児童家庭局長  

大臣官房審議官（初等中等教育局担当）  

初等中等教育局初等中等教育企画課長  

初等中等教育局幼児教育課長  

初等中等教育局幼保連携推進室長  

大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭担当）  

雇用均等・児童家庭局総務課長  

雇用均等・児童家庭局保育課長  

雇用均等・児童家庭局幼保連携推進室長  

〔作業グループ〕  

文部科学省  

文部科学省  

厚生労働省  

厚生労働省  

初等中等教育局幼児教育課長  

初等中等教育局幼保連携推進室長  

雇用均等・児童家庭局保育課長  

雇用均等・児童家庭局幼保連携推進室長  

文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室室員  

※ このほか、検討事項の内容により、必要に応じて、当該検討事項に関係する   

両省所管課の参加を得ることとする。  
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平成20年7月29日  

認定こども園の普及促進について  

認定こども園制度の普及促進等に関する検討会   

（文部科学省初等中等教育局、厚生労働省雇用均等・児童家庭局）   

認定こども園は、幼稚園と保育所の制度の枠組みを超えて、小学校就学前の子ど   

もに対し幼児教育・保育を一体的に提供するとともに、地域における子育て支援の  

取り組みを充実させる新たな選択肢として導入された制度である。   

平戎18年10月の制度創設から1年が過ぎたことから、制度が保護者や地域の  

ニーズに応えているかどうかを検証するため、施設を利用している保護者や施設、  

地方公共団体に対し実態調査を行った。その結果、保護者の8割近く、施設の9割  

以上が認定こども園を評価するなど、制度への期待が大きい一方、施設や地方公共  

団体からは、省庁間や自治体間の連携充実、財政支援、会計処理・申請手続きの改  

善、制度の普及啓発などについて今後の改善課題として求める声が大きかった。   

平成19年4月現在で94件、20年4月現在で229件と、認定こども園の認  

定件数は増えつつあるが、制度が十分に活用されているとは言い難い。保護者や地  

域の多様なニーズに応えることが可能であり、また国民からの期待も大きい認定こ  

ども固制度の一層の普及促進を図るべく、以下の施策を展開していく。  

1．こども交付金制度の創設等  

O 「新待機児童ゼロ作戦」の集中重点期間（平成20～22年度）の緊急整   

備のための資金等からなる「こども交付金」を創設し、国・地方による幼稚   

園・保育所の枠組みを超えた総合的な財政支援を検討する。  

○ 国・都道府県・市町村を通じた交付金の申請・執行の一本化を推進する。  

－1－  
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2．運用改善等  

（1）会計処理の改善   

○ 負担金と補助金間の年度内資金貸借の弾力化   

○ こども交付金により、幼保の枠組みを超えた統合的な補助の仕組みを整備  

し、経理処理も含めた補助手続きを改善   

○ 会計処理弾力化へ向けた専門家も交えた具体的検討の実施   

（2）制度の普及啓発等   

○ 認定こども園パンフレットや好事例集の作成   

○ 認定こども園制度のq＆Aの改訂・充実及びHP掲載（アンケートの結果、  

制度上可能であるのに不可能と誤認されているケーースへの対応等）   

○ 全国の認定こども固との継続的な意見交換及び情報交換や、地方への認定  

こども園制度の説明等の実施   

（3）認定申請手続等の簡素化   

○ 認定に係る申請手続等に関する事務マニュアル作成   

（4）監査事績の簡素化   

○ 一定の条件を満たした場合の監査の簡素化についての具体的検討の実施   

○ 監査事務に関するガイドラインの作成   

（5）その他   

○ 幼保連携型の保育所定員と単価の適用区分に関して、認定こども園である  

ことが不利にならないような取扱いについて検討   

○ 認定こども園を構成する認可外保育施設の児童に対する災害共済給付適用  

について、認定こども園の制度改善・制度改正とあわせて検討   

○ 国庫補助により整備された施設の認定こども園への転用（財産処分）手続  

きの簡素化   

○ 幼稚園教員免許資格、保育士資格のさらなる併有促進へ向けた具体的方策  

について、幼稚園教員、保育士資格の双方において検討  

3．認定ことも国の制度改革の検討  

○ 認定こども園の制度改革に向けた検討については、地方公共団体、利用者等   

の関係者の意見を踏まえ、平成20年度中に結論を得ることとする。  

－2－  
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事  務  連  絡  

平成20年7月25日  

各都道府県認定こども園事務担当者 殿   

文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室  

日頃より認定こども園制度の推進にご尽力をいただき、ありがとうございます。  

さて、認定こども園制度につきまして、認定こども固制度開始後に幼保連携推進室に多く  

寄せられた質問事項や、本年3月に実施した認定こども固に係るアンケート調査の際にいた  

だいた質問事項について、別添のとおり回答を取りまとめました。ご参考までに送付いたし  

ますので、ご活用ください。   

また、貴都道府県内の関係部局及び域内の市町村の担当部局等にもご周知くださるようお  

願いいたします。  

なお、この認定こども園制度に関するQ＆Aにつきましては、今後、幼保連携推進室HP  

に掲載し、更新していく予定です。【幼保連携推進室HP：http：／／www．youho．org／】  
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質問   回答   

（認定こども圃の認定等）   

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な  
提供の推進に関する法律等の施行について」（平成  
18年文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇  

保育所については定員が10名でも保育所認可を     用均等・児童家庭局長連名通知）において示してい  
口          行うことが特例で認められているが、幼稚園認可  るとおり、幼稚園と保育所の合計定員が都道府県に  

にあたってもこのような特例はあるのか。   おける現在の幼稚園認可基準に達する場合には、幼  
稚園の定員が10人程度の少人数であっても幼稚園  
の認可を行うことが認められるようにお願いした  
い。   

幼保連携型認定こども園において、幼稚園の設置者  
公立の幼稚園又は保育所と私立の保育所又は幼稚  

2   園が連携し、幼保連携型の認定を受けることは可  
能か。  

も可能である。   

（認定基準）   

認定こども園の園長と、幼稚園や保育所の園長や所  
認定こども園の園長と、幼稚園や保育所の園長を   長を兼任することは可能である。  

田        兼任することは可能か。   （認定こども園の園長と保育所の所長を兼任する場  
合の単価については、Q12を参照されたい。）   

満3歳以上の長時間利用児に関して、幼稚園型又は  
地方裁量型については、保育士資格の取得を目指し  
ている幼稚園教諭が保育に従事することを特例とし  

国の指針において、幼保連携型の場合にも、満3 上のには 
歳以の長時間利用児保育従事する者、－  

4    定の要件の下に保育士の資格を有していない看で  

も構わないとする特例があるのか。  
等を考慮して都道府県知事が承認した幼稚園教諭に  
ついては、原則3年間、保育士としてみなすことが  
できる。（児童福祉施設最低基準附則第3項から第  
5項まで）   

幼稚園と保育所それぞれの用に供される建物等が同  
－の敷地内又は隣接する敷地内にない場合におい  
て、子どもの移動に当たり徒歩やバスなどで移動す  

幼稚園と保育所が1キロ以上離れているが、幼保     る際の安全が確保されており、移動にかかる時間が  
5          連携型の認定こども園として認定することは差し  教育・保育の適切な提供に影響を及ぼさない程度で  

支えないか。   あれば、例えば仮に両施設が1キロ以上離れている  
場合であっても、幼保連携型の認定こども園として  
認定することは差し支えない。  
（平成18年Q＆AのQ40も参照されたい。）   

異なる市町村に所在する幼稚園と保育所が連携  可能である。（幼稚園と保育所の距離については、  
6       し、幼保連携型の認定を受けることは可能か。   Q5を参照されたい。）   

認定こども園の認定は、就学前の子どもに対する教  
認定こども園の認定について、都道府県で定めた   育及び保育や、地域における子育て支援を総合的に  
認定基準は満たしているものの、近隣の幼稚園や  提供する「機能を備える施設」を認定する仕組みで  

巴             保育所との適正配置を理由として認定を認めない  あり、近隣の幼稚園や保育所との「適正配置」と  
ことはできるのか。   いった観点から認定の可否を判断することは適当で  

はない。   
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国の指針において、認定こども圃において給食の  国の指針における、認定こども園での給食の外部搬  

外部搬入を行う場合には、公立・私立にかかわら  入の取扱いについては、別表をご参照いただきた  
8            ず、すべての類型、すべての年齢について、特区  い。（平成18年Q＆AのQ48も参照された  

の申請が不要となるのか。   い。）   

（直接契約・利用料）   

認定こども園の認定を受けた保育所の入所手続き  施設と市町村で調整の上、市町村に業務を委託する  
9       や保育料徴収業務について、認定こども園から市  ことも可能である。（平成18年Q＆AのQ53も  

町村に業務を委託することは可能か。   参照されたい。）   

私立認定保育所は、入所希望者が多い場合の入所児  

童の選考に当たって、「公正な方法」により選考す  

ることとされている。この選考については、①母子  

私立認定保育所における入所児童の選考にあた  
家庭や児童虐待防止の観点から特別の支援を要する  
家庭に配慮するとともに、（∋あらかじめ公表した方  

10   り、市町村が定める選考基準と異なる方法（兄弟 同時在国を優先するなど）によっても差し支えな いのか。       法で選考することが必要であるが、市町村が定める 選考基準と必ずしも同一である必要はなく、市町村 の選考基準も参考としながら 
、地域の実情に応じて  

各施設の主体的な判断により、就労や家庭の状況な  

どもきめ細かく考慮していくことが望ましい。（平  
成18年Q＆AのQ55も参照されたい。）   

保育所については、保育に直接必要な保育材料費に  

ついては保育料に含まれているため、保護者から追  

加的に徴収することはできない。しかしながら、保  

育所で提供される付加的なサービスについては、実  

私立認定保育所において、遠足や教材などの費用      責を徴収することは可能となっているため、各施設  

皿           を保護者から別途徴収することは可能なのか。   において、それぞれの保育用品や保育サービスの性  
質に応じて、追加徴収の有無等について適切に対応  

していただきたい。（なお、遠足や教材について  
は、一般的に付加的なサービスであると考えられ、  
その場合は追加徴収が可能となる。）   
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（財政措置）   
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定こども園の長を兼任する場合に  保育所長設置の認定がされている場合には、認定こ   
貴は所長未設置単価が適用される  ども園の長と兼任する場合でも所長設置単価が適用  

される。   

施設が共用化された幼保連携型認定こども園におけ  
る、幼稚園・保育所の共用部分については、各々の  

面積にて経費を按分することとなる。具体的には、  

次のとおり。  

（D共用部分の面積の算出については、幼稚園及び保  
育所の各々の専有面積にて算出すること。（平成10  
年3月10日付文科幼第476号一児発第130号「幼稚園と  

れた幼保連携型認定こども園の施 経費については 

、どのように按分                        保育所の施設の共用化等に関する指針について」）   ②共用化された保育室（合同保育を行う部屋）の面   積の算出については 
、当該保育室において合同活動  

を行う幼稚園児及び保育所児それぞれの定員数で按  
分して算出すること。（平成17年5月13日付17文科初  
第262号、雇児発第0513003号「共用化指針により共  

用化された施設における幼稚園児及び保育所児の合  

同活動並びに保育室の共用化に係る取扱いについ  

て」）   

文部科学省及び厚生労働省の双方より施設整備に係  
国庫補助を受ける場合、幼保連携 のエエについては 

事着、どの時期  
。  

エが可能となる。   

現行において、地域子育て支援拠点事業の実施主体  

は市町村であるが、事業の全部又は一部を委託でき  
保育施設も子育て支援拠点事業の きではないのか 

。  

設けていないため、幼稚園や認可外保育施設も補助  

対象となり得る。  

ー198－   



1．平成23年3月31日以前に授与された免許状  
（旧免許状）を有する者について  

まず、幼稚園教諭免許状を有する保育士について  
は、免許状更新講習の受講義務は課せられていない  
ため、免許状更新講習を受講しなくても、免許状が  
失効することはない。   

ただし、生年月日を基準として文部科学省令に定  
められる修了確認期限までに、免許状更新講習を受  
講しなかった場合には、30時間の免許状更新講習  

を修了しなければ、幼稚園教諭として勤務すること  
ができなくなる。このため、今後幼稚園教諭として  
勤務する可能性が高い次の者については、免許状更  
新講習の受講資格が認められており、修了確認期限  

までに免許状更新講習を受講し、いつでも幼稚園教  
諭になれる状態にしておくことが可能となってい  
る。  

・認定こども園に勤務する保育士  
・幼稚園と保育所の両方を設置している設置者が  

設置する保育所に勤務する保育士   
なお、上記以外の者についても、次に該当する者  

については、免許状更新講習の受講資格が認められ  

ている。  

・幼稚園教諭としての内定を受けた者  
・幼稚園教諭としての勤務経験がある者  
・幼稚園教諭として勤務する可能性があるとし  

て、任命権者又は雇用者の証明を受けた者   

2．平成23年4月1日以降に授与された免許状  
（新免許状）を有する者について  

免許状に定められる有効期間までに免許状更新講  
習を修了しなければ、免許状が失効することとな  
る。   

今後幼稚園教諭として勤務する可能性が高い次の  
者については、免許状更新講習の受講資格が認めら  
れており、有効期間までに免許状更新講習を受講  
し、免許状を有効に保つことが可能となっている。  

・認定こども園に勤務する保育士  
・幼稚園と保育所の両方を設置している設置者が  

設置する保育所に勤務する保育士   
なお、上記以外の者についても、次に該当する者  

については、免許状更新講習の受講資格が認められ  

ている。  

・幼稚園教諭としての内定を受けた者  
・幼稚園教諭としての勤務経験がある者  
・幼稚園教諭として勤務する可能性があるとし  

て、任命権者又は雇用者の証明を受けた者  

教員免許更新制においては、幼稚園教諭免許を有  
する保育士はどのように対応したらよいのか。  
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（別表）  

保育所・認定こども園における給食の外部搬入の実施の可否に係る整理表  

認定こども園  認定こども園以外  

幼保連携型  保育所型  幼稚園型、地方裁量型  

3歳以上児  
3歳未満児も実施  

3歳以上児  
特区認定あり  特区認定なし  

特区認定あリ  特区認定なし  
のみ実施  のみ実施   も実施  

公立   
○   ○   ×   ○   ×   ○   ×   ○   ×   

私立   ○   ×  ×  ○   ×   ×   

－
N
0
0
－
 
 

○は外部搬入可、×は外部搬入不可   

※幼稚園型、地方裁量型については、国の指針に基づく。   




